
別表１

１ 森林計画資料の種類と配備機関

注１　▲：市町村が森林ＧＩＳまたは森林クラウドを整備している場合に配備されていることを示す。
注２　市町村へ配備できる森林基本図は、国土基本図を含まないもの（県が国土基本図を複製し森林基本図として利用しているもの以外）とする。
　　　なお、国土基本図を複製し森林基本図として利用している箇所は、米沢市、高畠町、酒田市、旧松山町、旧平田町の一部。　　
注３　印刷帳票及び印刷図は、森林ＧＩＳまたは森林クラウドから出力印刷したものである。

２ 森林計画資料の申請者及び申請範囲（閲覧・複写・複製・貸与・使用）と情報提供者（管理者）一覧

印刷帳票

デジタル帳票

印刷図

デジタル図

印刷図

デジタル図

デジタル写真

デジタル写真

デジタル写真

注１  印刷帳票及び印刷図は森林ＧＩＳまたは森林クラウドから出力印刷したものである。
注２　申請できる森林基本図は、県が国土基本図を複製し森林基本図として利用しているもの以外とする。
注３　▲：申請できるのは、森林ＧＩＳが整備されている場合に限る。
注４　◆：申請できるのは、ＧＩＳが整備されている県の組織のみとする。
注５　■：申請できるのは、測量法第43条及び44条に定める用途に供する場合に限る。
注６　●：著作権の関係で申請できるのは、教育委員会、公安委員会及び関連下部組織以外の県の組織のみとする。森林組合については、県庁林務担当課長の判断に従うこと。
注７　◎：貸与できるのは、印刷出力したものに限る。
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衛星オルソ画像
デジタル写真 ○ ○ ○

マスターファイル ○

空中オルソ画像
デジタル写真 ○ ○ ○
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